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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上にパッド電極と、該パッド電極上に開口部を有するパッシベーション膜を
形成し、前記パッド電極上に無電解めっき皮膜を形成する方法であって、そのパッド電極
を選択的に活性化する工程と、前記半導体基板と対極とを無電解めっき液に浸漬すると同
時に、外部電源により前記半導体基板の裏面側と対極との間に一定の電位を印加しながら
無電解めっき皮膜を析出させる工程とを有し、前記半導体基板に印加する電位が、めっき
金属イオンの酸化還元電位と電解めっき液に使用される還元剤の酸化還元電位との差の値
未満の正電位であることを特徴とするする無電解めっき皮膜の形成方法。
【請求項２】
　前記活性化する工程が、触媒付与法と亜鉛置換法のいずれかであることを特徴とする請
求項１記載の無電解めっき皮膜の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体基板のパッド電極上に選択的、且つ均一にめっき金属を析出させるため
の無電解めっき皮膜の形成方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
半導体基板の能動素子面に形成されたアルミニウムを主成分としたパッド電極上に無電解
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めっきによってバリアメタル、或いは突起電極を形成しようとする場合、該パッド電極上
に選択的に、且つ半導体基板上の複数個のパッド電極に対して均一に無電解めっき反応が
開始、継続することが要求される。
【０００３】
そこで前記パッド電極上に選択的、且つ均一に無電解めっき皮膜を形成するために、その
パッド電極上のみに亜鉛置換処理やパラジウム等の触媒を付与して活性化させる方法が用
いられるが、以下に亜鉛置換法を用いた突起電極の形成方法について、図３を参照しなが
ら説明する。
【０００４】
図３（ａ）～（ｅ）は、従来の半導体基板の電極形成方法を示した工程断面図である。こ
の工程図は半導体基板上の１個の電極の製造方法について示しているが、この工程におい
て、多数の電極を一度に形成できることを理解されたい。まず、図３（ａ）に示すように
半導体基板１５のアルミニウムを主成分とするパッド電極２１と、該パッド電極上に開口
部を有するパッシベーション膜２２が形成される。前記開口部は、大気にさらされると直
ぐに自然酸化皮膜が形成されるので、該自然酸化皮膜を酸性液あるいはアルカリ性液に浸
漬してエッチング除去する。次に、図３（ｂ）に示すように、半導体基板１５の裏面及び
側面にめっきレジスト３１をスピンコート法で塗布する。これは半導体基板裏面及び側面
でのめっき反応を防止するためである。
【０００５】
次に、前記めっきレジストが塗布された半導体基板１５をアルカリ性あるいは弱酸性の亜
鉛酸塩水溶液に浸漬して、図３（ｃ）に示すように、自然酸化皮膜が除去されたパッド電
極２１表面上に亜鉛置換皮膜２３を置換析出させる。必要に応じて希硝酸等に浸漬して一
度析出した亜鉛置換皮膜２３をエッチング除去した後、再度前記亜鉛酸塩水溶液に浸漬し
てあらためて２度目の亜鉛置換皮膜を形成させることもある。これは、より均一かつ緻密
な亜鉛置換被膜２３を得るための手法であり、必要に応じて亜鉛置換皮膜のエッチング工
程と亜鉛置換工程がさらに繰り返される場合もある。
【０００６】
次いで、半導体基板１５を酸化還元型の無電解めっき液に浸漬して、めっき金属によるバ
リアメタルあるいは突起電極の形成を行うわけであるが、ここでは無電解ニッケルめっき
を用いる場合について説明する。図３（ｄ）に示すように、亜鉛置換法の場合、半導体基
板１５を無電解ニッケルめっき液に浸漬すると、前記亜鉛置換皮膜２３が溶解し、パッド
電極２１表面近傍でニッケルの置換析出が起こり、その後はニッケルの自己触媒作用によ
って無電解めっき反応が継続し、一定時間浸漬しておくことにより図３（ｄ）のように突
起電極１６を形成することができる。
【０００７】
最後に前記半導体基板１５をレジスト剥離液に浸漬して、図３（ｅ）に示すように、半導
体基板１５の裏面及び側面に塗布しためっきレジスト３１を剥離する。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
従来の方法において、半導体基板１５の裏面及び側面にめっきレジストを塗布しないで該
半導体基板１５を無電解めっき液に浸漬した場合、無電解めっき液に対して活性化されて
いないシリコン等からなる半導体基板１５の裏面及び側面では、本来無電解めっき反応は
発生しないはずであるが、前記亜鉛置換処理後の水洗が不十分だった場合の亜鉛の残査や
無電解めっき液中の浮遊物等が核になって、半導体基板１５の裏面及び側面でも無電解め
っき反応が発生することがある。しかし、この半導体基板１５裏面及び側面は活性化され
ていないため、均一なめっき皮膜は形成できず、めっきが析出する部位とめっき未着の部
位とが生じてしまう。
【０００９】
前記、半導体基板１５の裏面及び側面で無電解めっき反応が発生した部位では、無電解め
っきの酸化還元反応によって部分的な電位の低下が起こり、結果として半導体基板１５全
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体に電位のばらつきを生じさせることとなる。この電位のバラツキは半導体基板１５の複
数個のパッド電極２１にも影響して、これら複数個のパッド電極２１上の無電解めっき皮
膜の膜厚の不均一、一部のパッド電極２１へのめっき不着等の不良が発生し、パッド電極
２１上への選択性を損なう要因となっていた。
【００１０】
たとえ、半導体基板１５裏面及び側面へのめっきレジストが塗布された半導体基板１５で
あっても、その半導体基板１５の能動素子面のパシベーション膜２２下に形成されている
内部配線（図示しない）を経由してパッド電極２１で発生した電子が移動して、他のパッ
ド電極との間に電位の差を生じさせることがある。この影響により、パッド電極２１が負
電荷を帯びてしまうのであるが、このパッド電極上へは金属めっきは形成されないので、
これもパッド電極２１上の無電解めっき皮膜の膜厚の不均一、一部のパッド電極２１への
めっき不着等の不良の原因となってしまう。
【００１１】
さらに、無電解めっき皮膜が半導体基板１５の裏面で成長すると、半導体基板１５裏面か
ら側面を経由して半導体基板１５の能動素子面のパッシベーション膜２２上にもめっき反
応が伝搬してしまうので、これもパッド電極２１上への選択性を損なう要因となっていた
。
【００１２】
前記の理由により、従来の方法では半導体基板１５裏面及び側面へのめっきレジスト３１
の塗布は必須であって、その上、このめっきレジスト３１はめっき処理後に剥離工程を必
要としていた。
【００１３】
そこで本発明の目的は、上記従来技術の課題を改良し、半導体基板裏面及び側面にめっき
レジストを塗布することなく、該半導体基板の複数個のパッド電極上に均一な無電解めっ
き皮膜を形成する新規の方法を提供するものである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明においては下記記載の無電解めっき皮膜の形成方法を採
用する。
【００１５】
　すなわち、本発明において上記課題を解決するための第１の手段は、半導体基板のパッ
ド電極上に無電解めっき皮膜を形成する方法であって、半導体基板上にパッド電極と、該
パッド電極上に開口部を有するパッシベーション膜を形成し、前記パッド電極上に無電解
めっき皮膜を形成する方法であって、そのパッド電極を選択的に活性化する工程と、前記
半導体基板と対極とを無電解めっき液に浸漬すると同時に、外部電源により前記半導体基
板の裏面側と対極との間に一定の電位を印加しながら無電解めっき皮膜を析出させる工程
とを有する。
さらに、第１の手段における、前記活性化する工程が、触媒付与法と亜鉛置換法のいずれ
かであることが望ましい。また、第１または２の手段における、前記半導体基板に電位を
印加しながら無電解めっき皮膜を析出させる工程において、その印加する電位が、めっき
金属イオンの酸化還元電位と電解めっき液に使用される還元剤の酸化還元電位との差の値
未満の正電位であることが望ましい。
【００１６】
（作用）
本発明の無電解めっき皮膜の形成方法は、めっき反応を部分的に抑制したい半導体基板に
対して、外部電源から正電位を印加することによって部分的に無電解めっき皮膜の形成を
抑制しながら、必要な部分にのみ選択的に無電解めっき皮膜を形成させる方法である。
【００１７】
例として次亜燐酸塩を還元剤とした酸化還元型の無電解ニッケルめっきについて説明する
。この無電解ニッケルめっきは、次亜燐酸イオンの酸化還元電位である－０．８０V（ｐ
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Ｈ５．０、２５℃、 ＮＨＥ基準）とニッケルイオン（Ｎｉ2+）の酸化還元電位である－
０．２５Ｖ（ｐＨ５．０、２５℃、 ＮＨＥ基準）との差が起電力となり無電解めっき反
応が開始、継続される。この起電力を損なわない範囲の微小電位であれば、半導体基板を
正電極として外部電源からめっき反応とは逆の電位を印加したとしても無電解めっき反応
を継続させることができる。
【００１８】
さらに、前記半導体基板内部に形成されている内部配線によって複数個のパッド電極表面
に電位差を生じることがあるが、該半導体基板全体に外部電源から微少な電位を印加する
ことにより複数個のパッド電極表面の電位を均一化することができ、均一な膜厚の無電解
めっき皮膜を得ることができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本発明による無電解めっき皮膜の形成方法は、半導体基板とその対極となる不溶性電極を
無電解めっき液に浸漬して、該半導体基板と該不溶性電極との間に外部電源から一定の電
位差を一定時間印加しながら無電解めっき皮膜を形成させる方法である。
【００２０】
以下、本発明の無電解めっき皮膜の形成方法による半導体基板の電極形成方法について、
図面を用いて説明する。
【００２１】
図２（ａ）に示すように、従来の製造方法と同様に半導体基板１５上のアルミニウムを主
成分とするパッド電極２１と、該パッド電極２１上に開口部を有するパッシベーション膜
２２を形成する。さらにパッド電極２１上に形成されている自然酸化皮膜を、酸溶液ある
いはアルカリ溶液によってエッチング除去する。そのエッチング液としては、水酸化ナト
リウムの希薄溶液や希硫酸を用いることが出来る。酸化皮膜を除去するとともに薄い不働
態皮膜を形成させるためには硝酸を用いるのがよい。
【００２２】
次に、図２（ｂ）に示すように、酸化皮膜が除去されたパッド電極２１上に亜鉛置換法に
より亜鉛置換皮膜２３を置換析出させる。この亜鉛置換法は、イオン化傾向によってアル
ミニウムが溶出した部位にのみ亜鉛が析出するため、アルミニウムを主成分とするパッド
電極２１上に選択的に亜鉛置換皮膜を形成させることができる。具体的には、市販のジン
ケート処理液を用いて室温で３０秒から６０秒浸漬する。次いで純水洗浄した後、さらに
必要に応じて希硝酸等に浸漬して一度析出した亜鉛置換皮膜２３をエッチング除去した後
、再度前記ジンケート処理液に浸漬して２度目の亜鉛置換皮膜を析出させてもよい。
【００２３】
次いで純水で洗浄した後、図１に示すように半導体基板１５の裏面側に外部電源１１から
直流電位を印加しながら、酸化還元型の無電解ニッケルめっき液１４に浸漬するわけであ
るが、本実施例では対極１２にステンレスの棒材にニッケルめっきを施したものを用い、
対極１２を負電極として被めっき基板である半導体基板１５に＋０．１から０．２Vの正
電位を印加しながら無電解ニッケルめっき液１４に浸漬することにより、図２（ｃ）に示
すような無電解ニッケルめっきによる突起電極１６の形成を行った。
【００２４】
めっき皮膜の形成速度は従来の方法に比べて遅くなるが、本発明の方法によれば、複数個
のパッド電極上に均一なめっき皮膜を形成することができる。尚、対極１２にニッケルめ
っきが析出することとなるが、その反応によりパッド電極２１上への無電解ニッケルめっ
きに影響を与えるものではない。
【００２５】
本実施例では、次亜燐酸塩を還元剤とする市販の酸化還元型無電解ニッケルーリン合金め
っき液を用い、ｐＨ５．０±０．１、９０℃、３０分の浸漬処理によって、半導体基板１
５の裏面及び側面にはめっき皮膜を析出させることなく、該半導体基板１５の全てのパッ
ド電極２１上に均一な５～６μｍのニッケル突起電極を形成させることが出来た。本発明
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ことによって、めっき皮膜がより厚い突起電極１６を形成することが可能である。
【００２６】
また本実施例では、被メッキ基板である半導体基板１５に、対極１２に対して正電位を印
加して無電解めっきによる突起電極１６の形成を行ったが、従来の方法のように半導体基
板１５の裏面及び側面にめっきレジストを塗布する必要はあるが、半導体基板１５の複数
個のパッド電極２１表面の電位を均一化することのみを目的として、被メッキ基板である
半導体基板１５に微小の負電位を印加することもできる。
【００２７】
また、本発明の手段によれば、無電解めっき液の還元剤の酸化還元電位とめっき金属イオ
ンの酸化還元電位の差の値未満の電位差で、外部電源から半導体基板１５へ印加する電位
差を選択することにより、パッド電極２１上に銅、コバルト、及びその合金等のめっき皮
膜も同様に形成することが可能である。
【００２８】
さらに、活性化処理として亜鉛以外の他の活性金属を置換させる方法やパラジウム等の触
媒を付与する活性化方法を用いても同様に、半導体基板１５のパッド電極２１上に均一な
めっき皮膜を形成することができることは云うまでもない。
【００２９】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば半導体基板裏面及び側面へのめっきレジスト塗布、及び後
工程での該レジスト剥離工程を不要とし、半導体基板裏面及び側面にめっき皮膜を析出さ
せることなく簡単な操作で半導体基板の複数個のパッド電極上に、均一な膜厚のバリアメ
タル、或いは突起電極を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の無電解めっき皮膜の形成方法を示す模式図である。
【図２】　本発明の半導体基板への電極形成方法を示す工程断面図である。
【図３】　従来の半導体基板への電極形成方法を示す工程断面図である。
【符号の説明】
１１　外部電源
１２　対極
１３　めっき槽
１４　無電解めっき液
１５　半導体基板
１６　突起電極
２１　パッド電極
２２　パッシベーション膜
２３　亜鉛置換皮膜
３１　めっきレジスト
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